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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
デ
ジ
タ
ル
人
格
権
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
る
反
デ
ジ
タ
ル
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
デ
ジ
タ
ル
人
格
権
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
世
界
最
先
端
デ
ジ
タ
ル
国

家
創
造
宣
言
・
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
計
画
」
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
行
政
手
続
の
デ

ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
つ
い
て
、
政
府
一
体
と
な
っ
て
業
務
改
革
を
徹
底
し
、
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
徹
底
、
添
付
書
類
の
撤

廃
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
に
取
り
組
み
、
国
民
・
企
業
の
時
間
・
労
力
の
無
駄
を
削
減
す
る
と
と
も
に
、
行
政

運
営
の
効
率
化
を
実
現
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
個
人
情
報
等
を
含
む
官
民
デ
ー
タ
の
利
活
用
の
推
進
に
当
た
っ
て

は
、
「
個
人
情
報
保
護
法
の
規
定
に
則
っ
た
個
人
情
報
等
の
適
正
な
取
扱
い
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
留
意
」
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

人
工
知
能
の
社
会
実
装
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
利
用
・
活
用
に
関
し
て
は
、
戦
略
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

に
よ
り
、
イ
ン
フ
ラ
、
農
業
等
の
各
分
野
に
お
い
て
、
官
民
が
連
携
し
て
、
研
究
開
発
や
社
会
実
装
な
ど
の
取
組
を
進
め
て

一



い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


